
グループ企業間の法律事務の委託と弁護士法第７２条の適用について

法 務 省

１ はじめに

２ 弁護士法第７２条及び第７７条

（昭和二十四年六月十日法律第二百五号）○弁護士法

（非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止）

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟

事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その

他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取

り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この

法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

（非弁護士との提携等の罪）

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以

下の罰金に処する。

一・二 （略）

三 第七十二条の規定に違反した者

四 （略）

３ 弁護士法第７２条の趣旨

【最高裁判所昭和４６年７月１４日大法廷判決・刑集２５巻５号６９０頁（抜粋 】）

「弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、ひろく法律事務を行

なうことをその職務とするものであつて、そのために弁護士法には厳格な資格要件

が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものと

されるなど、諸般の措置が講ぜられているのであるが、世上には、このような資格

もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の

法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するとき

は、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみ

を妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧す

るために設けられたものと考えられるのである 」。

４ 本件要望に対する考え

資料２

(15.10.27)


